
参考）移動に関する支援制度（公共交通以外） ※みらい政策課調べ

対象者 サービス名 内　　容 利用者の負担 担当

1

65歳以上の方のみの世帯

（要支援・要介護と認定された者を除く） 軽度生活援助

食材確保、清掃等

週3回まで、1回2時間程度

シルバー人材センターの会員を派遣

・1時間100円

・派遣者交通費 社会福祉課

2
65歳以上の方のみの世帯で、寝たきり等で理美容院に行くこと

が困難な方

訪問理美容

サービス

市と契約した理美容院が自宅まで出張（年6回まで） 理美容代金
社会福祉課

3

身体障害者手帳1級または2級、もしくは、療育手帳A、精神障

害者保健福祉手帳1級の所持者

ただし、自動車税・軽自動車税の減免を受けている人、社会福

祉施設に入所している人は対象外

重度心身障害者タクシー利用料金の助成

重度心身障害者に対し、一乗車における小型タクシー基本

料金相当額分の利用券（年間24枚）を交付

ー

障がい福祉課

富岡第一小学校の児童、須山小学校の児童 小学校児童にあっては、利用する旅客バス区間の片道距離

から3kmを控除した距離に相当する旅客バス定期代

ー

富岡中学校の生徒、須山中学校の生徒 中学校生徒にあっては、利用する旅客バス区間の片道距離

から5kmを控除した距離に相当する旅客バス定期代

ー

5 特別支援学級の生徒 就学奨励費 通学費（バス、ガソリン代）の補助 ー 教育総務課

利用できる方（①と②両方を満たす方） 火～日曜　９：00～17：00

①公共交通機関を利用するのが困難な方 週１回が上限

②要介護・要支援認定された方　あるいは　障害認定された方

（障がい者手帳など）

7

市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件をすべて満た

す方

（1）あらかじめ登録した会員及びその付き添い（介助者）の

人

（2）次のいずれかに該当する方であり、日常生活において単

独で移動することが困難な者

①　介護保険法（平成９年法律第123号）第７条第３項にいう

「要介護者」及び第４項にいう「要支援者」

②　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第４条にいう

「身体障害者」

③　その他肢体不自由、内部障害（人工血液透析を受けている

場合を含む。）、精神障害、知的障害等により単独での移動が

困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困

難な者

福祉有償運送

高齢の方や障害のある方など、公共交通機関を利用して移

動することが困難な人の外出の利便を図り、社会参加の促

進及び社会福祉の推進のための移送サービス。

利用時間：午前９時から午後５時まで、月曜日から金曜日

（但し年末年始12月29日～１月３日、祝日及び車両点検日

を除く）

運行範囲：市内を発地又は着地とする

※福祉タクシーとは違い、介護、介助は一切行わない。介

助者が必要な場合は、利用者自ら介助者を手配する。

※タクシーではないため、待機はしない。

距離制⇒初乗1Km：200

円（以降1Km毎：100円

加算）

社会福祉協議会

4 遠距離通学費補助金 学校教育課

6 おでかけマチテラス（福祉有償運送）

最初の１時間は1,000

円、以降30分毎500円

＋距離50円/１ｋｍ（発

着ともに裾野市の場合０

円）

マチテラス

製作所



対象者 サービス名 内　　容 利用者の負担 担当

高齢者や障害者など、くらしの中でちょっとした困りごと

がある家庭に対して、ゴミ捨てや掃除などのお手伝いをす

る、会員制による支えあいのサービス。

例：日常的な家周りの手入れ（草取り・庭木の剪定等）

話し相手・散歩の付き添い・ゴミだし

金融機関への付き添い

医療機関、薬局等における薬の受け取り等

生活必需品の買い物

公共機関等における手続き

衣類、寝具の洗濯、日干し（取り込み・整理）

軽微な修繕等（電球交換等）

寝具交換、布団干し、大掃除

入院時（中）、退院時の関わり（衣類の交換）

利用できないサービス

①介護保険対象サービス：要介護認定者の身体介護等

②車での病院や買い物などの送迎

③理美容、理髪、マッサージ、電気工事など、資格及び

特殊技能を必要とするもの

④金融機関における預貯金引き出し及び現金の預け入れ

⑤診療、診察の立会い

⑥1回の支援に1時間を超えるサービス

⑦調理サービス

8

登録会員

おたがいさまサービス

登録料

利用会員は年会費 1,000

円

協力会員は登録時、更新

時に、 500円（ボラン

ティア活動保険代とし

て）

利用時間

月～金曜日 午前8時30分

～午後5時00分（年末年

始、祝日を除く）

利用料 300円/30分（上

限1時間：600円）

利用会員は、サービス利

用前に、チケットを社会

福祉協議会から購入し、

サービスを受けた時に、

協力会員にチケットを支

払う。協力会員は、月末

に社会福祉協議会に活動

報告をし、活動費を受け

る。

社会福祉協議会


